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建築物等の解体・補修時には石
綿綿含有建材の調査が必要です

令令和４年４月１日から、、建建築物等の解
体体等を行う前に実施する石石綿含有建材
のの調査結果を都道府県等に報告する必必
要要があります。。
（（大大気汚染防止法第118条条の115第第66項項））

https://gbiz-id.go.jp

事前調査結果の報告は原則として、石綿事前調査結
果報告システムにおいて行います。報告には、
「「ggBizID」」へへのの登録が必要となります。「プライ
ム」「エントリー」どちらの登録でも利用できます。
※ 「プライム」を取得した場合、一括申請機能を使用できます。

※※ 令令和４４年４月１１日以前においても解解体、、改改造、、又又は補修する
建建築物、、工工作物に、、石石綿含有建材が使用されているか否かを確
認認するたための調調査（（事事前調査））をを実施する必要があります。。

水・大気環境局 大気環境課
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
TEL03-3581-3351（代表）内線6536 FAX03-3580-7173
http：//www.env.go.jp/

h ps://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp

綿事前前調査結果報告システム
ステムムは令和４年４月１日までに公開予定です。公開されるまでの間は

石石綿事前調査結果報告制度の説明ページに自動転送されます）

※ 事前調査結果の報告は石綿障害予防規則に基づき、所管の労働基準監
督署への報告も必要となります。石綿事前調査結果報告システムでは
大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づく報告を同時に行うこと
ができます。
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